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平成２２年１０月２７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成１９年(ワ)第９５４８号 損害賠償等請求事件（本訴）

平成２１年(ワ)第８０１７号 損害賠償請求事件（反訴）

口頭弁論終結日 平成２２年６月１６日

判 決

東京都品川区＜以下略＞

本訴原告（反訴被告） 株式会社シンプルシステムズ

同訴訟代理人弁護士 丹 羽 健 介

佐 藤 米 生

髙 畑 満

神 戸 和 子

岡 野 和 弘

緒 方 拓 郎

東京都文京区＜以下略＞

本訴被告（反訴原告） 株 式 会 社 ジ ャ ン グ ル

同訴訟代理人弁護士 小 澤 哲 郎

鶴 田 恵 美

主 文

１ 本訴原告（反訴被告）の請求をいずれも棄却する。

２ 本訴原告（反訴被告）は，本訴被告（反訴原告）に対し，６６３万５６９

２円及びこれに対する平成２１年１１月２８日から支払済みまで年６分の割

合による金員を支払え。

３ 本訴被告（反訴原告）のその余の請求を棄却する。

４ 訴訟費用は，本訴，反訴を通じてこれを５分し，その２を本訴被告（反訴

原告）の負担とし，その余は本訴原告（反訴被告）の負担とする。

５ この判決の第２項は仮に執行することができる。
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事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 本訴

(1) 本訴被告（反訴原告）は，本訴原告（反訴被告）に対し，２７９万１０５

８円及びうち２３３万２８９０円に対する平成１８年１２月１６日から，う

ち４５万８１６８円に対する平成１９年１月１６日から，各支払済みまで年

６分の割合による金員を支払え。

(2) 本訴被告（反訴原告）は，本訴原告（反訴被告）に対し，２５３万９８３

４円及びこれに対する平成１９年３月１６日から支払済みまで年６分の割合

による金員を支払え。

(3)ア 主位的請求

本訴被告（反訴原告）は，本訴原告（反訴被告）に対し，９２７８万３

０９１円及びこれに対する平成１９年２月１０日から支払済みまで年６分

の割合による金員を支払え。

イ 予備的請求

本訴被告（反訴原告）は，本訴原告（反訴被告）に対し，４８０８万８

４８５円及びこれに対する平成２１年１０月１５日から支払済みまで年６

分の割合による金員を支払え。

(4)ア 主位的請求

本訴被告（反訴原告）は，本訴原告（反訴被告）に対し，別紙１商標目

録記載の商標権の移転登録手続をせよ。

イ 予備的請求

本訴被告（反訴原告）は，本訴原告（反訴被告）に対し，７１１３万３

２２５円及びこれに対する平成２０年５月１７日から支払済みまで年６分

の割合による金員を支払え。

(5)ア 本訴被告（反訴原告）は，別紙１商標目録記載の標章「携帯マスター」
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を電子計算機用プログラム又は同商品の包装に付してはならない。

イ 本訴被告（反訴原告）は，別紙１商標目録記載の標章「携帯マスター」

を電子計算機用プログラム又は同商品の包装に付したものを譲渡し，引き

渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，又は電気通信回線を通じて提

供してはならない。

ウ 本訴被告（反訴原告）は，別紙１商標目録記載の標章「携帯マスター」

を電子計算機用プログラムに関する広告，価格表若しくは取引書類に付し

て展示し，又は頒布し，又はこれらを内容とする情報に同標章を付して電

磁的方法により提供してはならない。

２ 反訴

(1) 本訴原告（反訴被告）は，本訴被告（反訴原告）に対し，６９７６万０４

９３円及びうち３２５０万３３１０円に対する平成１５年１月２８日から，

うち３７２５万７１８３円に対する平成２１年３月１４日から，各支払済み

まで年６分の割合による金員を支払え。

(2) 本訴原告（反訴被告）は，本訴被告（反訴原告）に対し，２３９８万０８

００円及びこれに対する平成１９年１０月２３日から支払済みまで年６分の

割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要

１(1) 本訴事件は，本訴原告（反訴被告。以下「原告」という。）が，本訴被告

（反訴原告。以下「被告」という。）に対し，

ア 携帯電話の内部メモリ編集ソフトの開発・販売に関する契約（以下「本

件契約」という。）に基づき被告が販売した製品（携帯マスター１７）に

係る未払ロイヤリティ（２７９万１０５８円及びうち２３３万２８９０円

に対する弁済期の翌日である平成１８年１２月１６日から，うち４５万８

１６８円に対する弁済期の翌日である平成１９年１月１６日から，各支払

済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金）の支払（請求１
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(1)），

イ 原告と被告との間で締結した日本電気株式会社（以下「ＮＥＣ」とい

う。）向け製品（携帯マスター９ for ＮＥＣ。以下「ＮＥＣ向け製品」

という。）のライセンス契約に基づく未払ライセンス料（２５３万９８３

４円及びこれに対する弁済期の翌日である平成１９年３月１６日から支払

済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金）の支払（請求１

(2)），

ウ (ｱ) 主位的に本件契約上の債務の不履行（平成１８年１月１日から平成

１９年２月９日までの販売努力義務違反）による損害賠償請求として９２

７８万３０９１円及びこれに対する平成１９年２月１０日（本件契約終了

の日の翌日）から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害

金の支払（請求１(3)ア），(ｲ) 予備的に被告が本件契約を突然終了させ

たことが信義則上の義務に違反するものであり，これにより原告が次期バ

ージョンの製品（携帯マスター１８）に係る開発費用相当額の損害を受け

たとして，４８０８万８４８５円及びこれに対する平成２１年１０月１５

日（同月１４日付け原告第１５準備書面送達の日の翌日）から支払済みま

で商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払（請求１(3)イ），

エ (ｱ) 主位的に別紙１商標目録記載の商標権（以下「本件商標権」といい，

その登録商標を「本件商標」という。）は原告に帰属するものであり，本

件契約終了時に原告に返還する旨の合意があるとして，その移転登録手続

をすること（請求１(4)ア），(ｲ) 予備的に本件契約の終了に伴う信義則

上の義務に基づき，本件商標権の経済的価値の２分の１に相当する金員

（補償金）として７１１３万３２２５円及びこれに対する平成２０年５月

１７日（同月１６日付け原告第６準備書面送達の日の翌日）から支払済み

まで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払（請求１(4)イ），

オ 本件商標権に基づき，被告が販売するソフトウェア製品に本件商標を使
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用することの差止め（請求１(5)ア～ウ）

を求める事案である。

(2) 反訴事件は，被告が，原告に対し，

ア 本件契約に基づき原告が被告に納入した製品（携帯マスター９）につい

て，原告の不注意により著名タレント２名の肖像を含む画像データ（写

真）が無断で格納されていたため，その発売前の回収や事後処理等を余儀

なくされたとして，本件契約上の債務不履行による損害賠償請求として，

６９７６万０４９３円及びうち３２５０万３３１０円に対する平成１５年

１月２８日から，うち３７２５万７１８３円に対する平成２１年３月１４

日から，各支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支

払（請求２(1)），

イ 本件契約に基づき被告が販売した製品（携帯マスター１７）の返品に伴

う精算金として，返品された製品に係るロイヤリティ額（１本当たり１２

００円）と同額の金員２３９８万０８００円及びこれに対する弁済期の翌

日である平成１９年１０月２３日から支払済みまで商事法定利率年６分の

割合による遅延損害金の支払（請求２(2)）

を求める事案である。

(3) なお，被告は，原告の本訴請求（上記(1)のうち，ア～ウ及びエ(ｲ)の請

求）に対し，上記(2)イの反訴請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張

し，上記(2)イの反訴請求は，本訴において相殺の自働債権として既判力あ

る判断が示された場合には，それを超える部分を請求するとしている。

２ 前提となる事実（証拠等を掲記した事実を除き，当事者間に争いがない。）

(1) 当事者等

ア 原告は，コンピュータ及び関連機器の開発，製造，販売等を目的として

昭和６０年１月９日に設立された株式会社である。（甲５８）

イ 被告は，コンピュータソフトウェアの開発，販売等を目的として平成１
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１年９月１０日に設立された株式会社である。

(2) 本件契約の締結

ア 被告代表者のＡ（以下「Ａ」という。）は，平成１１年１２月ころ，原

告の取締役（当時）であったＢ（現原告代表取締役。以下「Ｂ」とい

う。）との間で，携帯電話の内部メモリ編集ソフトウェア（携帯電話とパ

ソコンをケーブルで接続し，携帯電話内部の電話帳，メール，画像等のデ

ータをパソコン内に保存し，あるいは，パソコン内の電話帳等のデータを

携帯電話の内部に移すことを基本的機能とするソフトウェア）を原告が開

発し，被告が販売する事業を立ち上げる交渉を行った。

イ 上記交渉の結果，原告と被告は，平成１２年２月１０日，「ケータイ・

マスター２００１」の開発と販売に関する契約（本件契約）を締結し，下

記（要旨を抜粋。表記は，一般的な表記法に準拠したほかは原則として契

約書〔甲１〕の記載に従い，当事者の表示は本判決のものに置き換え

た。）の事項を合意した。

記

1) 本件商品の定義

パッケージ名称 「ケータイ・マスター２００１」

……

2) 役割分担

被告の役割：商品パッケージ名称・画面デザイン（意匠）の決定

ＣＤ－ＲＯＭのプレス，パッケージの作成・宣伝・販売

売上本数報告とロイヤリティの支払

ユーザーサポート

原告の役割：プログラムの開発

被告の希望する商品仕様の実現

動作テスト
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仕様説明資料の提供

マスタ作成用プログラム，データの提供

販売後の技術サポート

プログラムの継続的なバージョンアップ

3) 保証

……

4) 本件商品の諸権利の確認

本件商品の商標権・販売権，被告がデザインを作成した部分の意匠権

と著作権は，被告が保有する。それ以外の部分（エンジン）については，

原告が著作権を保有し，被告は本件商品を販売する目的での使用権を有

するものとする。

5) 遵守事項

１ 被告は，商品の拡販に努力するものとする。

……

6) ロイヤリティ

被告は，原告に対し，商品の売上本数の累計に応じて，ロイヤリティ

を支払う。

……

7) 支払条件

被告は，原告に対し，商品販売開始後，毎月１５日締めで売上本数を

報告し，当該期間の売上本数に相当するロイヤリティを翌々月１５日ま

でに支払うものとする。

8) 協力事項

……

9) その他

１ 契約期間は，契約締結日より２年間とする。ただし，契約満了日の
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９０日以前までに原告，被告いずれかが文書にて解約の意思を通知し

ない限り，契約期間は更に１年間自動延長されるものとし，以後も同

様とする。

……

３ 原告が担当する「販売後の技術サポート」及び，「プログラムのバ

ージョンアップ」に投入する労力については，ロイヤリティ収入で採

算が取れる範囲とする。

……

ウ 原告と被告は，その後，別紙２製品目録記載のとおり上記ソフトウェア

の改訂がされる際に，本件契約を更新し，原告が開発したソフトウェアを

被告が製品化して販売してきた（以下，「ケータイ・マスター２００１」

に始まるこれら一連の製品を「携帯マスターシリーズ」ともいう。なお，

平成１７年１０月１５日発売の「携帯マスター 」及び平成１８年３Smart

月９日発売の「携帯マスター ２」は，いずれも低価格版である。）。Smart

原告と被告は，本件契約更新の際，新たに契約書を作成することなく，

ロイヤリティ等の必要な事項について合意書（甲３，８，３９，乙５～１

３）を取り交わし，その他の事項については上記イの各契約条項によるこ

とを合意していた。

(3) 商標登録

被告は，平成１４年１０月２８日，本件商標について商標登録出願し，平

成１５年１０月１０日，その設定登録がされた。

(4) 携帯マスター９に係る製品事故

ア 原告は，平成１４年１０月までに「携帯マスター９」を開発し，その複

製・量産用マスターデータ（ＣＤ－ＲＯＭ）を被告に納品した。

被告は，本件契約に基づき，上記マスターデータを複製し，別途作成し

たパッケージに説明書等の同梱品と共に梱包した上，合計２万３５７５個
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をソフトバンクＢＢその他の流通業者に販売し，流通業者は，これらを発

売予定日の前日（平成１４年１１月１４日）までに全国の販売店に配送し

た。

イ ところが，同日夕刻になって，上記マスターデータ中に著名タレント２

名の肖像を含む画像データ（写真）９個が誤って格納され，一定の操作に

よりこれらが表示されることが判明した。これは，原告の開発担当者が

「携帯マスター９」の開発中，テスト素材として第三者のインターネット

サイトからダウンロードして取得し権利者の許諾を得ることなく使用した

画像データを，被告への納品の際に消去し忘れていたことが原因であった

（以下，この事故を「本件事故」という。）。

そのため，被告は，予定していた平成１４年１１月１５日の「携帯マス

ター９」の発売を中止し，瑕疵を補修した後の製品（以下，瑕疵を補修す

る前の製品を「旧版Ｖ９」，瑕疵を補修した後の製品を「新版Ｖ９」とい

う。）を同年１２月６日に発売した。

ウ 原告は，被告に対し，平成１５年２月１０日，本件事故による損害の賠

償として，１３３３万４２７５円を支払った。

(5) ＮＥＣ向け製品に係る未払ライセンス料

ア ＮＥＣ向け製品に係るライセンス契約の締結

原告と被告は，平成１５年３月１０日，ＮＥＣが販売するパソコンに，

ＮＥＣ用に特別にカスタマイズした原告製品（ＮＥＣ向け製品）をあらか

じめインストールして販売することに関し，次の内容の契約を締結した。

(ｱ) 契約期間

被告とＮＥＣとが定めた期間を原告と被告間の契約期間とする。

(ｲ) ライセンス条件

権利・義務に関しては，被告とＮＥＣとが契約書で定めた内容を原告

は承諾するものとする。
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原告と被告との間の職務分担は原則として「市販パッケージ」と同様

とし，各自の責任で職務を遂行するものとし，事前の相手方の了解があ

る場合を除き，各自の職務遂行費用は各自が負担するものとする。

(ｳ) 売上報告

被告は，ＮＥＣから売上報告書を受領後，２週間以内にその書類のコ

ピーを原告に郵送するものとする。その資料をもって原告被告間の報告

とする。

(ｴ) 支払条件

３か月ごとに被告が原告に販売報告を行い，請求月の翌々月１５日に

ＮＥＣ向け製品１本当たり１０円のライセンス料を被告が原告に支払う。

(ｵ) 責任分担

原告は，ＮＥＣが必要とする仕様に原告製品をカスタマイズして被告

に納品する。

被告は，原告からの納品物に対して自らの責任で受入検査を実施し，

検査に合格した商品をＮＥＣに納品する。

イ ＮＥＣ向け製品に係るライセンス料の未払分

被告は，平成１８年１０月１日から同年１２月３１日まで，ＮＥＣに対

し，ＮＥＣ向け製品を合計２４万１８８９本販売したが，そのライセンス

料（支払期日は平成１９年３月１５日）合計２５３万９８３４円（消費税

込み）が未払いである。

(6) 携帯マスター１７に係る未払ロイヤリティ

ア 携帯マスター１７のロイヤリティに関する合意

原告と被告は，平成１８年５月３１日，携帯マスター１７の販売により

被告が原告に支払うべきロイヤリティについて，次のとおり合意した。

(ｱ) 携帯マスター１７のロイヤリティ単価について，累計販売本数４万本

までは１本１２００円，４万本を超えた部分については１本６００円と
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する。

(ｲ) 携帯マスター１６の返品については１本当たり６００円，携帯マスタ

ー１５以前の商品の返品については１本当たり４５０円をそれぞれ上記

(ｱ)のロイヤリティから差し引く。

(ｳ) 上記(ｲ)で各月に差し引く金額は，上記(ｱ)の方法により算出される各

月のロイヤリティ額を上限とし，原告から被告に対する返金はしない。

イ 携帯マスター１７に係るロイヤリティの未払分

(ｱ) 被告は，平成１８年９月１６日から同年１０月１５日まで，携帯マス

ター１７を１８８０本販売した。他方，返品は，携帯マスター１６が５

４本，携帯マスター１５以前が４本であった。

したがって，被告が原告に支払うべき上記期間のロイヤリティは，次

の計算式のとおり，２２２万１８００円及びこれに対する消費税１１万

１０９０円の合計２３３万２８９０円（支払期日は，本件契約の約定に

より，２か月後の平成１８年１２月１５日）となる。

1,880本×1,200円/本－（54本×600円/本＋4本×450円/本）

＝2,221,800円

(ｲ) 被告は，平成１８年１０月１６日から同年１１月１５日まで，携帯マ

スター１７を５４３本販売した。他方，返品は，携帯マスター１６が３

５８本，携帯マスター１５以前が１本であった。

したがって，被告が原告に支払うべき上記期間のロイヤリティは，次

の計算式のとおり，４３万６３５０円及びこれに対する消費税２万１８

１８円の合計４５万８１６８円（支払期日は，本件契約の約定により，

２か月後の平成１９年１月１５日）となる。

543本×1,200円/本－（358本×600円/本＋1本×450円/本）

＝436,350円

(ｳ) 携帯マスター１７に係る上記(ｱ)，(ｲ)の合計２７９万１０５８円（消
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費税込み）のロイヤリティが未払いである。

(7) 本件契約の終了と携帯マスターＮＸの販売開始

被告は，原告に対し，平成１８年９月６日に本件契約の解約を提案した上，

同年１１月２日ころ，本件契約を更新しない旨通知し，これによって，本件

契約は，平成１９年２月９日の経過（期間の満了）により終了した。

この間の平成１８年１０月１９日，被告は，被告が制作したソフトウェア

（携帯電話データのバックアップ用ソフトウェア）に「携帯マスターＮＸ」

の名称を付して，その販売を開始した。

(8) 携帯マスター１７の返品

平成１８年６月３０日に販売が開始された携帯マスター１７は，その後，

同年１１月から平成１９年２月にかけて，合計１万９９８４本が返品された。

（甲６の３～５，乙１別紙１）

被告は，原告に対し，平成２０年１０月３１日の本件弁論準備手続期日に

おいて，仮に，原告の本訴請求（金銭債権）の全部又は一部が認められると

きは，被告は，これを受働債権として，上記返品についての精算金債権を自

働債権として対当額において相殺するとの意思表示をした。

３ 争点

(1) 被告は携帯マスターシリーズの販売努力義務に違反したか

(2) 被告が本件契約を終了させたことが信義則上の義務に違反するか

(3) 本件商標権の帰属及びその経済的価値

(4) 携帯マスター１７の返品により，被告が支払ったロイヤリティの返金が認

められるか

(5) 本件事故による損害について，和解が成立したか

(6) 原告の損害

ア 被告の販売努力義務違反による原告の損害

イ 被告が信義則に反して本件契約を終了させたことによる原告の損害
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(7) 本件事故による被告の損害

４ 争点に関する当事者の主張

(1) 争点(1)（被告は携帯マスターシリーズの販売努力義務に違反したか）に

ついて

ア 原告

(ｱ) 被告の販売報告によれば，平成１８年１月から同年１２月の携帯マス

ターシリーズ（携帯マスター１６，１７）の実売本数（＝販売本数－返

品本数）はマイナス１万４６０１本と異常な落ち込みを示しているが，

これは，被告が平成１８年中に独自に開発した携帯マスターＮＸへの切

替えのタイミングを模索していたために，少なくとも平成１８年１月以

降，携帯マスターシリーズの販売について消極的姿勢に終始したことに

よるものと考えざるを得ない。

実際，被告は，平成１８年９月６日に本件契約の解約を提案した上，

同月下旬には携帯マスターＮＸを販売すると報道発表するとともに，同

年１０月１９日から携帯マスターＮＸの販売を開始し，それに併せて，

本件契約の存続期間中にもかかわらず，携帯マスター１７の販売を中止

した。

このような被告の行為は，携帯マスターシリーズの拡販に努力すると

いう本件契約上の義務（販売努力義務）に違反するものであり，被告は，

これによって原告に生じた損害を賠償する責任がある。

(ｲ) 平成１７年１１月時点で原告が開発していたＮＥＣパソコンバンドル

版「携帯マスター１６ for ＮＥＣ」はＮＥＣの受入テストに合格して

いたが，翌１８年１月に被告従業員のＣ（以下「Ｃ」という。）から

「ＮＥＣ側の都合でキャンセルされた」と伝えられ，納品が中止された。

平成１８年１月に完成している携帯マスター１６ for ＮＥＣを同年４

月中旬ころ以降発売の夏モデル及び同年９月以降発売の秋冬モデルのた
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めに納品することは，十分可能だったはずである。上記の不可解な携帯

マスター１６ for ＮＥＣの納入キャンセルは，被告が平成１９年１月

以降発売のＮＥＣのパソコンのために携帯マスターＮＸを納入したこと

と無関係とは考え難く，上記の時点で携帯マスターＮＸへの移行を模索

していたのではないかと疑わざるを得ない。

また，Ｃは，平成１８年８月上旬，棚卸しと称して，原告に持ち込ん

でいた開発用の数百台の携帯電話を持ち帰ってこれを原告に戻さなかっ

た。原告としては，当時，Ｃの説明を信用していたが，同年９月６日に

被告から突然の契約打ち切り通告を受けた後，上記携帯電話の引上げは，

契約打ち切りの準備行為であったことを悟った。被告は，平成１８年中

に独自に開発した携帯マスターＮＸへの切替えのタイミングを模索して

いたために，携帯マスターシリーズの拡販について消極的姿勢に終始し

たと考えざるを得ない。

イ 被告

被告が携帯マスターシリーズの販売努力を怠ったことはなく，販売努力

義務違反を理由とする原告の損害賠償請求は失当である。

被告は，携帯マスターシリーズの各バージョンについて，携帯電話機種

対応表，店頭配布用パンフレット，店頭設置用パネル，棚敷等を作成し，

販売店の店頭に設置していた（被告は，販売店の売場の一定の棚を携帯マ

スターの販売スペースとして確保しており，新バージョンが発売された後，

速やかにこれら販促物を入れ換えないと，店舗からクレームを受ける状況

であった。）。また，被告は，各バージョンの販売期間中，週末を中心と

して，ヨドバシカメラ新宿ＭＭ店，同秋葉原店，ビックカメラ有楽町店等，

枢要販売店の店頭に要員を配置して，店頭でのデモンストレーションによ

る販促活動を行ってきたほか，プロモーション用ＶＨＳテープやＤＶＤを

作成して店頭デモンストレーションに利用し，あるいは，店頭で随時放映
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していた。これは，携帯マスター１７についても，それ以前のバージョン

についても，全く同様であった。

携帯マスターＮＸの発売後も，被告は，携帯マスター１７の出荷停止案

内を配布せず，携帯マスター１７の販売活動を続けた（被告は，本件契約

終了時期に合わせた取引終了手続に必要な期間を考慮し，流通業者に対す

る「平成１９年２月８日をもって生産・販売停止」の案内を，同年１月１

２日付けで行った。）。また，被告は，携帯マスターＮＸの購入者に対す

る携帯マスター１７のダウンロード販売を企画し，これにより平成１８年

１１月期から１９年２月期までの間に合計５３３本をダウンロード頒布し

ているが，これは，正に被告による携帯マスター１７の販売努力の成果に

ほかならない。なお，携帯マスターＮＸは，低価格版の製品であり，携帯

マスター シリーズの後掲製品として位置付けられるものであるから，Smart

この点においても，携帯マスターＮＸの販売が，携帯マスター１７の販売

努力義務に違反するものとはいえない。

そもそも，被告にとって，携帯マスターシリーズについての販売努力を

怠るということは，返品発生とこれに対する精算金の支払という現実の損

失の発生に直結するものであるから，被告が携帯マスターシリーズの販売

努力義務に違反することなどあり得ない。携帯マスターシリーズの売上げ

の低下は，同種ソフトウェアの市場全体の縮小と，顧客層の購買傾向が携

帯マスターシリーズのような「高価格・高機能版」から携帯マスター

シリーズのような「低価格版」に転換したことによるものであり，Smart

そのような傾向の下で被告が販売努力を尽くした結果，市場の中における

携帯マスターシリーズの販売実績は維持・向上されてきた。

なお，被告は，携帯マスターシリーズの販売と並行して携帯マスターＮ

Ｘの研究・開発を随時行っていたが，これは，ソフトウェアパブリッシャ

ーとして健全な活動であり，被告が販売している他の第三者開発のソフト
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ウェアについても同様であって，携帯マスターシリーズの販売努力義務と

は全く無関係である。

(2) 争点(2)（被告が本件契約を終了させたことが信義則上の義務に違反する

か）について

ア 原告

原告は，本件契約上，携帯マスターシリーズの製品について「プログラ

ムの継続的なバージョンアップ」を行う義務を負っており，平成１８年５

月下旬に携帯マスター１７の開発を完了した後，携帯マスター１８が予定

どおり販売されるものと期待して，同年６月初めころからその開発に着手

し，その旨被告にも逐次連絡をした上，同年９月ころにはほぼ完成させて

いた。それにもかかわらず，被告は，同年９月６日，原告に対し，何ら予

告なく携帯マスター１８を販売しないことを通告してきたため，原告は，

それまでに行ってきた携帯マスター１８の発売準備作業等に要した費用

（開発費用）相当額の多大な損害を被った。

本件契約のような継続的な取引においては，一方当事者は，他方当事者

に対し，不測の損害を与えないよう配慮すべき信義則上の義務を相互に負

っていると解すべきであるから，上記のとおり，原告が携帯マスター１８

の開発をほぼ終えた平成１８年９月６日になって唐突に本件契約の終了を

申し入れることは，上記の信義則上の注意義務に違反するものである。し

たがって，被告は，これによって原告に発生した損害を賠償する責任があ

る。

イ 被告

(ｱ) 原告の主張は否認ないし争う。

(ｲ) 本件において，原告が平成１８年９月までの間に携帯マスター１８の

開発を行っていたとは考え難く，実際，原告と被告との間には，携帯マ

スター１８の開発行為の前提である個別契約も，携帯マスター１８の仕
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様等に関する協議，決定もなかった。

(ｳ) なお，本件契約は，「プログラムの継続的なバージョンアップ」が原

告の役割であるとしているが，これは，次々に発売される携帯電話の新

機種に対応するために必要なバージョンアップ（プログラムの変更によ

るマイナーバージョンアップ）を適時かつ継続的に行うことが本件ソフ

トウェアの本質上必要なものであることから，原告が継続的にこれを行

わなければならないことを定めたものであり，「次版」（新製品）とし

てのソフトウェアを開発することを定めたものではない。すなわち，

「次版」（新製品）としてのソフトウェアを開発する行為は，「マイナ

ーバージョンアップ」とは本質的に異なり，商品としての名称，体裁と

いった外形部分から変更を加えるもので，当該商品でビジネスをしてい

る被告の主体的な関与がなければ成立し得ないものであり，原告の義務

の履行として行うことにはなじまない（そもそも「次版」を販売するか

どうかは，被告がそのソフトウェアによるビジネスを継続するかどうか

という決定に係るものであって，「次版をリリースしない」という業務

判断もあり得る。）。

(ｴ) 仮に，本件契約に基づいて「新版」の開発義務が発生し，また，実際

に原告が携帯マスター１８の開発を進めていたとしても，本件契約は，

「９０日前の予告による契約不更新」を定めており，当事者に対し，何

らの費用負担や損害補償等の留保なく「契約期間満了の９０日前までに

通知することによって（新版開発義務を含む）本件契約を終了する権

利」を認めている。被告は，この「契約終了権」を行使したにすぎない

のであるから，それについて，信義則に違反するものとして，損害賠償

請求を受ける理由はない。

(3) 争点(3)（本件商標権の帰属及びその経済的価値）について

ア 原告



- 18 -

(ｱ) そもそも「ケータイ・マスター」という名称を創案したのはＢであり，

本件商品の商品名を原告においてコントロールすることは，原告と被告

との間で当初から合意されていた。

本件契約書（甲１）において，「商品の商標権・販売権……は被告が

保有する。」とされているが，これは，「・」でつながっている「商標

権」と「販売権」を一体のものとして被告が「保有」するとの意であり，

「被告が原告製品の販売権を有している限り，販売目的のために第三者

からの販売妨害等を防止するよう権利をキープ（ ）する（支配下にkeep

置く）」ことを定めたもので，本件商標権のみを独立して取り扱い，被

告に帰属することを合意したものではない。

なお，原告は，平成１５年春ころ，被告から携帯マスターシリーズに

関する著作権等を譲渡してほしい旨の申入れを受け，この件に関して両

者間で交渉を行ったが，その際，被告は，本件商標権が原告に帰属する

ことを前提として，本件商標権も売買の対象とする契約書案（甲２４，

４１）を作成して原告に提示している。

このように，本件商標権は，原告と被告との間においては，もともと

原告に帰属することが合意されていたのであり，第三者の権利侵害を防

止する目的で被告名義の商標登録を便宜的に認めていたにすぎないので

あるから，携帯マスターシリーズの開発・販売契約（本件契約）が終了

した以上，被告は，原告の許諾なく本件商標を使用することは許されず，

権利の実体に名義を合わせるべく，本件商標権を原告に移転する義務が

ある。

(ｲ) 本件において，被告は，もともと持っていた商標を使って原告の商品

を販売してきたのではなく，原告と共同で携帯電話用メモリ管理ソフト

を開発，販売する事業を立ち上げて，その事業及び商標の価値を大きく

してきたものである。
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現状では，被告のみが本件商標を独占的に継続利用し，収益を上げて，

その経済的効用を享受しているが，その一方で，本件商標の価値蓄積に

多大な貢献（その貢献度は，少なくとも２分の１を下回らない。）をし

た原告が何らの補償も受けられないというのは，いかにも不公平である。

したがって，被告は，取引当事者間の公平の見地から，信義則に基づき，

原告に対して，本件商標権の経済的価値（１億４２２６万６４５０円と

試算される。）の２分の１に相当する金員（７１１３万３２２５円）を

支払う義務を負っているというべきである。

よって，原告は，本件商標権の移転登録手続請求（上記(ｱ)）が認め

られない場合には，被告に対し，予備的に，上記義務の履行として，７

１１３万３２２５円及びこれに対する平成２０年５月１７日（同月１６

日付け原告第６準備書面送達の日の翌日）から支払済みまで商事法定利

率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める。

イ 被告

(ｱ) 本件商標権移転登録手続請求やその代償請求の基礎となるべき原被告

間の合意や「本件商標権が実質的に原告に帰属する」などという事実は，

一切存在しない。

本件商標は，被告にとって，その主力商品の一つである携帯マスター

シリーズの標章（ブランド）として極めて重要な意義・価値を有するも

のであるから，被告は，自己の費用負担により，自己の商標として，本

件商標の登録をしたものである。仮に本件契約が何らかの原因により終

了する場合でも，同一商品名でのビジネスを継続する必要は高いから，

被告は，本件商標権を自己の権利として確保することに極めて重大な関

心・利益を有していた。

他方，原告は，本件契約締結時，本件商標に係る権利の確保には明ら

かに無関心だったのであり，本件契約終了後に本件商標権の移転を受け
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ようとする意思など全くなかった。

したがって，本件商標権移転登録手続請求（主位的請求）も，その代

償請求（予備的請求）も，理由がない。

(ｲ) 原告が本件商標の経済的価値の形成に多大な貢献をしたとする点は争

う。

本件商標に対する市場の評価や，これに基づく本件商標の価値は，被

告が形成したものである。仮に本件商標の信用形成に原告が果たした貢

献があるとしても，その代償はロイヤリティとして既に支払済みである。

(4) 争点(4)（携帯マスター１７の返品により，被告が支払ったロイヤリティ

の返金が認められるか）について

ア 被告

(ｱ) 携帯マスター１７の返品分について，原告は，被告に対し，そのロイ

ヤリティ額と同額（１本当たり１２００円）の返金をする義務を負って

いる。

そもそもソフトウェアのロイヤリティは，ソフトウェアという著作物

の利用料であり，ライセンシーが当該ソフトウェアの利用によりその価

値を実現するところに，その利用料を支払う根拠がある。そして，ライ

センシーとしてのその価値の実現は，パッケージソフトウェアについて

いえば，個々の商品の売上げが収益として確定することによって成立す

る。

ソフトウェア・パブリッシャーの極めて一般的な業態は，商品を流通

業者に対して販売し，流通業者が統括的に全国の販売店に配送・販売し

ていくというものであるところ，販売店からの返品分は流通業者からパ

ブリッシャーにそのまま返品され，販売単価と同一金額で返金精算され

ている。すなわち，パブリッシャーとして当該ソフトウェアの販売によ

り実現したその価値は，実売分（＝販売本数分－返品本数分）である。
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このことは，本件契約でも当然の前提とされており，本件製品の返品分

について何らの定めがなくとも，ロイヤリティ単価と同一金額により返

金精算する取扱いがされていた。

この原則に対し，当事者間の特約で別段の取扱いをすることを合意し

たのが携帯マスター８以降の個別契約（乙７）の定めであるが，その特

約の射程距離は，各個別契約に明示されているとおりである。すなわち，

携帯マスター１７に関する個別契約（甲３）におけるそれは，「前商

品」，「旧商品」であり，現商品である携帯マスター１７は特約の対象

になっていない。したがって，携帯マスター１７の返品分については，

原則に戻り，ロイヤリティ単価と同一の金額（１本当たり１２００円）

で精算されなければならない。

(ｲ) 携帯マスター１７は，平成１８年１２月期から平成１９年２月期にか

けて，１万９９８４本が被告の販売先から被告に返品された。したがっ

て，原告は，被告に対し，同返品分の返金債務として，合計２３９８万

０８００円及びこれに対する弁済期（被告準備書面(3)を陳述した平成

１９年１０月２２日）の翌日から支払済みまで商事法定利率年６分の割

合による遅延損害金の支払義務を負っている。

被告は，この債権を自働債権として，原告の本訴請求債権と対当額で

相殺し，原告の本訴請求を超える部分については，原告に対し，反訴請

求として，その支払を求める。

イ 原告

(ｱ) 原告と被告は，近い将来，携帯マスター１８，次いで同１９が順次発

売された場合の，携帯マスター１７の返品についてのロイヤリティ単価

について合意したが，本件のように携帯マスター１８以降を発売しない

場合の携帯マスター１７の返品についてのロイヤリティ返金の合意は，

原告と被告との間でされていない。
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(ｲ) また，以前，原告が開発し被告が販売していた「デジカメマスター」

シリーズ及び「ＣＤバーチャライザ」の販売終了の際にも，最終バージ

ョンのロイヤリティの返金については一切合意したことがなく，実際に

返金したこともなかった。つまり，原告と被告との間において，最終バ

ージョンの製品の返品分については，ロイヤリティ返金を行わない運用

をしていた。

(ｳ) なお，被告の主張は，本件契約の存続期間内に販売努力義務を放棄し

て販売店から回収した携帯マスター１７についてのロイヤリティの返金

を原告に求めるものであり，このような不当な請求は，商道徳上到底許

されるものではない。

(ｴ) 以上のとおり，携帯マスター１７の返品によるロイヤリティの返金は

認められない。

(5) 争点(5)（本件事故による損害について，和解が成立したか）について

ア 原告

本件事故については，平成１５年５月１５日，原告と被告との間で次の

ような和解が成立したことによって，既に解決済みである。

すなわち，まず，本件事故に関し，原告と被告との間で，原告が約３０

００万円の負担をする旨の合意が成立し，原告は，平成１５年２月１０日

付けで，その内金１３３３万４２７５円を被告に支払った。

さらに，その残額については，同年５月１５日，被告に対する支援とい

う位置付けで，携帯マスター１１の発売（同年１２月５日）までの間，携

帯マスター９，１０のロイヤリティについて値引き（①携帯マスター９に

ついて，実売本数３万本を超えた部分について１本当たり３００円の値引

き，②携帯マスター１０について，実売本数３万本まで１本当たり２００

円の値引き及び実売本数３万本を超えた部分について１本当たり４５０円

の値引き）を行うことが合意され，原告は，その後，携帯マスター９，１
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０について，上記合意に基づいて値引きされたロイヤリティの支払を受け

た。上記合意による携帯マスター９のロイヤリティの値引き総額は５３０

万０４００円，携帯マスター１０のロイヤリティの値引き総額は１６６６

万９５００円で，その合計は２１９６万９９００円である。

以上のとおり，原告と被告との間においては，本件事故に関する和解が

成立し，原告は，同和解に基づく債務も履行しているのであるから，本件

事故についてこれ以上の損害賠償責任を負わない。

イ 被告

原告と被告との間には，「原告がおよそ３０００万円を負担する旨の合

意」を含め，何ら和解は成立していない。

原告が平成１５年２月１０日付けで本件事故による損害の賠償として１

３３３万４２７５円を被告に支払ったことは認めるが，これは，被告の請

求額に対し，原告が一部額を一方的に支払い，それを被告が一部弁済とし

て受領したにすぎない。

その後，残額は債権として残ったが，被告としてはロイヤリティとの相

殺等を通して回収を強行しようとするとプログラムの供給をストップされ

る危険が高く，それ自体被告にとって死活問題であったので，被告は，と

りあえず残額請求はペンディングとし，原告との協業を優先した。そのよ

うな中で，原告からロイヤリティ減額（そもそも原告のロイヤリティは，

他社に比べて高額であった。）の申出があったため，被告がそれを受け入

れたにすぎないのであって，両者間の「和解合意」に基づきロイヤリティ

の減額が行われたものではない。

なお，原告と被告との間で作成された「携帯マスター９，１０のロイア

リティ値引きについて」と題する文書（乙８）の柱書には「両社間の損害

賠償額に付いては合意が成立した事などを考慮して」と記載されているが，

これは，Ｂが起案し，提示してきた書面に，被告が特段注意を払うことな



- 24 -

く，ロイヤリティ額の記述等のみを注視して捺印したもので，原告と被告

との間で和解が成立したことを裏付けるものではない。

(6) 争点(6)（原告の損害）について

ア 原告

(ｱ) 被告の販売努力義務違反による原告の損害（主位的請求）（争点(6)

ア）

ａ(a) 被告が例年どおりの販売努力をしていれば，平成１８年において，

携帯マスターシリーズは，年間９万４８４４本程度（実売本数）は

売れたはずである。したがって，原告の平成１８年における得べか

りし利益は，販売本数９万４８４４本を基にした原告が受け取るべ

きロイヤリティ相当額から原告が実際に受け取ったロイヤリティ相

当額を控除したものとなる。

(b) 原告が受け取るべきロイヤリティ相当額については，携帯マスタ

ー１７の１本当たりのロイヤリティは１２００円（ただし，１バー

ジョン当たり累計販売本数が４万本を超える部分については１本当

たり６００円）と取り決められていた。そして，携帯マスターシリ

ーズは，１年間に２バージョン販売される慣例となっていたため，

１年間では２バージョン分，つまり累計実売本数８万本までを１本

当たり１２００円とし，これを超える部分を１本当たり６００円と

して，平成１８年に原告が受け取るべきロイヤリティ相当額は，次

の計算式のとおり，１億０４９０万６４００円となる。

80,000本×1,200円/本＋（94,844本－80,000本）×600円/本

＝104,906,400円

(c) 請求月を基準として，携帯マスターシリーズにつき受領済みの平

成１８年１月分から同年９月分までのロイヤリティ合計額は２０９

６万１７５０円（消費税抜き）である。
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(d) したがって，平成１８年の原告の得べかりし利益は，原告が受け

取るべきロイヤリティ相当額１億０４９０万６４００円から，平成

１８年に既に受領したロイヤリティ２０９６万１７５０円及び平成

１８年１０月分以降の未払ロイヤリティ２６５万８１５０円（本訴

請求(1)の請求額から消費税を控除した金額）を差し引いた８１２

８万６５００円となる。

ｂ 平成１９年の得べかりし利益については，上記基準に基づく１年分

の得べかりしロイヤリティ相当額に対する同年１月１日から同年２月

９日まで（４０日間）の日割計算により，次の計算式のとおり，１１

４９万６５９１円となる。

（80,000本×1,200円/本＋（94,844本－80,000本）×600円/本）

×40日/365日＝11,496,591円

なお，携帯マスター１７の次期バージョンに当たる携帯マスター１

８（仮称）は，平成１８年９月にはほぼ開発を完了していたから，こ

れを平成１８年１１月末ないし同年１２月初めに発売することは十分

に可能であった。したがって，平成１９年２月まで携帯マスターシリ

ーズを通常どおり販売することに支障はなかった。

ｃ 以上のとおり，平成１８年１月１日から本件契約が終了した平成１

９年２月９日までの原告の得べかりし利益の総額は，９２７８万３０

９１円となる。

したがって，被告は，原告に対し，債務不履行（販売努力義務違

反）による損害賠償として，上記損害金元金９２７８万３０９１円及

びこれに対する平成１９年２月１０日（本件契約終了の日の翌日）か

ら支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金を支払う

義務がある。

(ｲ) 被告が信義則に反して本件契約を終了させたことによる原告の損害
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（予備的請求）（争点(6)イ）

ａ 人件費 ２９４９万８１２８円

(a) 原告は，被告による携帯マスター１８の販売中止の申入れにより，

平成１８年６月初めころから同年９月６日まで開発を進めてきた携

帯マスター１８を販売することができず，開発期間中の人件費相当

額の損害を被った。

また，被告からの申入れが唐突なものであったため，開発チーム

を他のプロジェクト等のために有効に活用（転用）するための準備

期間を確保することができず，その結果，事後の方針が決定する同

年１１月末までの間，開発チームを空転させることとなった。

このように，原告は，平成１８年６月から同年１１月まで（６か

月間）の人件費相当額の損害を被った。

(b) 原告は，携帯マスターシリーズ開発のために設計担当者（ＳＥ）

としての業務を行うＢのほか，ＳＥ兼プログラマー２名，プログラ

マー２名の合計５名を従事させていた。

平成１８年６月から同年１１月まで（６か月分）の上記５名の給

与（税，社会保険料を含む。）の合計は２３１９万７００９円，社

会保険料等の会社（原告）負担は合計２５８万０８６６円であり，

その合計は２５７７万７８７５円である。

また，原告は，一般管理部門の人件費として，携帯マスターの開

発チームのために少なくとも月額１０万円程度を要していたので，

６か月分として６０万円の損害を被った。

さらに，携帯マスター１８では，新しいＯＳ（ ）へWindows Vista

の対応の必要があり，通常と比べて開発作業量が顕著に多かったた

め，臨時に２名のプログラマーを開発に加えた。臨時プログラマー

のうち１名の開発参加期間は３か月，もう１名が２か月であり（な
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お，両名については，開発参加期間終了後，他の案件を担当するこ

とがあらかじめ決まっていたため，参加期間以外の空費期間はなく，

開発参加期間がそのまま損害を被った期間となる。），それぞれの

期間に対応する給与額（税，社会保険料込み）の小計は２７８万０

８６２円，社会保険料の会社負担分の小計は３３万９３９１円で，

それらの合計は３１２万０２５３円である。

(c) したがって，人件費の損害額は，合計２９４９万８１２８円であ

る。

ｂ 開発事務所の賃料，光熱費 ９７８万４６８２円

原告が携帯マスターシリーズの開発のために投入してきた池袋事務

所の賃料，水道光熱費（上記ａのとおり，平成１８年６月から同年１

１月までの６か月分）は，合計９７８万４６８２円であり，これが原

告の損害となる。

ｃ 開発機材費用 ５４０万００００円

原告は，携帯マスターシリーズの開発のため，５０回線の携帯電話

を契約していたところ，携帯電話購入代金を含め，その費用は月額５

０万円であった。

その他，原告は，コンピュータ等の開発機材，開発用ソフトウェア

（コンパイラ，インストーラ，ＯＳ，ＭＳＤＮライセンス料）などの

費用として，月間４０万円程度を投入していた。

したがって，上記ａ同様，平成１８年６月から同年１１月まで６か

月分の開発機材費用５４０万円（＝〔５０万円/月＋４０万円/月〕×

６月）が原告の損害となる。

ｄ カニカピラ社に支払ったデザイン料 ２１０万００００円

原告は，携帯マスター１８のアイコン等のデザインをカニカピラ社

に外注し，その費用２１０万円を支払った。
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したがって，同費用２１０万円が原告の被った損害となる。

ｅ ケーブル等のシール貼り替え費用 １３０万５６７５円

原告は，不良在庫となったケーブル３万５０００本及び変換アダプ

タ５０００個を他に転売するため，携帯マスターシリーズ用であるこ

とを示すシールを貼り替える費用１３０万５６７５円を支出した。

したがって，同費用１３０万５６７５円が原告の被った損害となる。

ｆ 小括

以上ａ～ｅの合計４８０８万８４８５円が，被告が携帯マスターシ

リーズの販売打切りを突然申し入れてきたこと（信義則上の義務違

反）により，原告が被った損害（開発費用相当額）となる。

よって，原告は，被告の販売努力義務違反による原告の損害賠償

（上記(ｱ)）が認められない場合には，被告に対し，予備的に上記損

害金元金４８０８万８４８５円及びこれに対する平成２１年１０月１

５日（同月１４日付け原告第１５準備書面送達の日の翌日）から支払

済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める。

イ 被告

(ｱ) 被告の販売努力義務違反による原告の損害（主位的請求）について

（争点(6)ア）

ａ 携帯マスターＮＸは低価格版であり，携帯マスターシリーズとは市

場を異にするから，携帯マスターＮＸが発売され，店頭に並んだとし

ても，携帯マスター１７の売上げに影響が生じることはない。

仮に，携帯マスターＮＸの発売が携帯マスター１７の販売成績に何

らかの影響を与えたとしても，販売本数としては最大約６４０本の減

少が想定されるのみであり，その金額は８０万円にも満たない。

ｂ 携帯マスター１８は，結局，製品化されなかったのであるから，こ

のような現実に存在しないソフトウェアについて，被告がライセンス
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を受ける義務があることを仮定して，それを販売した場合の逸失利益

を観念することはできない。

ｃ なお，被告の販売努力義務違反による原告の損害が認められるとし

ても，携帯マスターシリーズの売上げの減少については原告にも重大

な過失があったというべきであるから，その損害額は相当程度減殺さ

れるべきである。

(ｲ) 被告が信義則に反して本件契約を終了させたことによる原告の損害

（予備的請求）について（争点(6)イ）

ａ 被告が原告に本件契約の終了を提案した平成１８年９月６日は，携

帯マスター１８の通常の発売時期までまだ約３か月もある時期であり，

仮に携帯マスター１８を発売することが決定していたとしても，この

時期までに原告が通常行う作業は，原告内部で基本仕様を検討する程

度のものであり，それ以上の携帯マスター１８の開発作業を行ってい

たとは考え難い。

ｂ 原告が主張する個々の損害についても，次のような問題点がある。

(a) 人件費，賃料，光熱費について

原告は，レギュラーメンバー５名，臨時プログラマー２名，一般

管理部門の人件費を携帯マスター１８の開発に係る損害として請求

しているが，個々の人員の具体的な活動内容等が一切主張，立証さ

れていない。

また，原告は，池袋事務所の６か月分の賃料，光熱費についても，

携帯マスター１８の開発に係る損害として請求しているが，原告は

プログラムの開発を業とする会社なのであるから，携帯マスターシ

リーズに使用するソフトウェアの開発以外の用途にも池袋事務所を

使用してきたことが容易に推認されるというべきである。

以上のとおり，原告が損害として主張する人件費や賃料，光熱費
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が実際に支出されていたとしても，本件との関連性は不明といわざ

るを得ない。

(b) 開発機材費用について

原告は，開発機材費用について，「携帯マスターシリーズ開発の

ため５０回線の携帯電話を契約し，携帯電話購入代金を含め，その

費用は月額５０万円だった。」，「開発機材・ソフトウェアなどの

費用として月間４０万円程度を投入していた。」などと抽象的に主

張するのみで，それらの購入や契約等の時期，内容，支出の内容，

実際の用途等を具体的に主張，立証していない。

なお，開発用機材としての携帯電話機は，新機種に対応するため

の付加プログラム（アップデータ）を開発する目的で調達し，維持

するものであるから，厳密にいえば，各機種につきアップデータの

開発が終了すれば，それを保持する理由はなくなる（従来機種分に

ついては，従来開発したプログラムをそのまま利用することができ

る。）。したがって，抽象論としても，「携帯マスター１８の開発

のために５０回線を保持した」などとするのは，空論にすぎないこ

とが明らかである。

また，その他の開発機材についても，ソフトウェアの開発を業と

する原告において，どの程度の物が，どの程度の期間，特に「携帯

マスターシリーズ開発」用に調達あるいは使用されていたのか，具

体的事実は全く主張，立証されていない。

したがって，原告が損害として主張する開発機材に係る支出が実

際にされていたとしても，本件との関連性は不明といわざるを得な

い。

(c) カニカピラ社に支払ったデザイン料について

アイコンの作成には，当該アイコンを使用する動作が確定してい
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ることが必要であるから，当該ソフトウェアの機能構成が確定して

いることがアイコン発注の前提となる。

しかしながら，原告がカニカピラ社にアイコンの作成を発注した

と主張する平成１８年７月中旬ころは，携帯マスター１７の発売後

２週間足らずの時期であり，そのような短期間で携帯マスター１７

の次バージョンとしてのソフトウェアの機能構成が確定していたな

どということは，およそ考えられない。

さらに，その間に原告と被告との間で携帯マスター１８の機能等

についてのやり取りが一切行われていなかったことも考えると，仮

に，原告がカニカピラ社にアイコンを発注したというのが事実だと

しても，これは携帯マスター１８のためのものではなく，原告の著

作物であるプログラムのために原告が独自に行った固有の開発活動

の一環としか考えられない。

(d) ケーブル等のシール貼替え費用について

携帯マスターシリーズに同梱するケーブルの発注について，原告

側は当時の社長であったＤ（以下「Ｄ」という。）が，被告側はＥ

（以下「Ｅ」という。）がそれぞれ担当しており，実際の発注に至

る段取りとしては，両者間で事前に電子メールでやり取りし，合意

した上で，その合意内容に基づき，ＥがＤに対してケーブルの注文

書を発行し，それに基づいてＤが発注，調達の手続を進めていた。

しかしながら，Ｅは，携帯マスター１８用のケーブルの発注につ

いて，Ｄと何らやり取りをしておらず，連絡も受けていない。

このように，携帯マスター１８用のケーブル，アダプタ発注の経

緯に関する原告の主張が事実でないことは明らかである。

ｃ 仮に，原告が携帯マスター１８の開発のために何らかの作業を行っ

ていたとしても，原告は，その後，遅くとも平成１９年４月までに発
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売した自社製品「携帯ライフ」に上記開発結果を使用しているのであ

るから，その開発費用は損害として現実化していない。

ｄ 過失相殺

仮に，被告が信義則に反して本件契約を終了させたことによる原告

の損害が認められるとしても，本件契約の終了については原告にも重

大な過失があったというべきであるから，その損害額は相当程度減殺

されるべきである。

(ｳ) 相殺の抗弁

平成１８年１２月期から平成１９年２月期にかけて，１万９９８４本

の携帯マスター１７が被告の販売先から被告に返品された。よって，原

告は，被告に対し，同返品分の返金債務として，合計２３９８万０８０

０円及びこれに対する弁済期の翌日から支払済みまで商事法定利率年６

分の割合による遅延損害金の支払義務を負っている。

被告は，原告に対し，平成２０年１０月３１日の本件弁論準備手続期

日において，仮に，原告の本訴請求（金銭債権）の全部又は一部が認め

られるときは，被告は，これを受働債権として，上記自働債権と対当額

において相殺するとの意思表示をした。

なお，上記返金債務の弁済期については特に合意が存在せず，期限の

定めのない債務であるから，被告が原告に対してその履行を請求したと

認められる時点で弁済期が到来することになる。そして，被告は，平成

１９年１０月２２日付け被告準備書面(3)の同日の陳述により，上記返

還債務の履行を請求したから，上記返還債務は，同日にその弁済期が到

来し，相殺適状となった。

(7) 争点(7)（本件事故による被告の損害）について

ア 被告

(ｱ) 被告は，本件事故の結果，旧版Ｖ９の配送先である全国の販売店，販
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売店チェーン本部，流通業者等への通知その他のやり取り，納品済みの

製品全量の回収，廃棄，流通業者や販売店へのお詫び，さらには，旧版

Ｖ９に誤って格納された写真に掲載された当該タレントの所属事務所へ

の状況報告，説明，これら問題の画像が携帯マスター９から第三者に流

出していないことの調査等の対応を余儀なくされ，これにより，以下の

損害（総額８３０９万４７６８円）を受けた。

ａ 製造費用等 １６８０万４７１２円

旧版Ｖ９の製造費用等の実費で，その内訳は次のとおりである。

(a) 旧版Ｖ９の製造費 １４３２万３４１９円

旧版Ｖ９をパッケージ商品とするために掛かったプログラムＣＤ，

同梱物（マニュアル，はがき等），パッケージ等の作成，梱包，発

送に要した費用である。

(b) 交換用マスター作成費 ２２万３６５０円

新版Ｖ９のマスターデータ（複製・量産用のＣＤ－ＲＯＭ）の作

成に要した費用である。

(c) 返品・回収関係費 １２５万７１２８円

返品及び回収に係る旧版Ｖ９の検品（ケーブル抜取り作業を含

む。），解体，解体作業のための出荷，配送に要した費用である。

(d) 保管，廃棄費用等 ３８１万５７００円

旧版Ｖ９の保管や廃棄に要した費用である。

(e) 値引き ▲２８１万５１８５円

ｂ 着払運送費 １３万３７４５円

旧版Ｖ９を着払いにより回収するために要した運送費実費である。

ｃ 文書等送付費用１ ９万７６００円

旧版Ｖ９の発売予定日（平成１４年１１月１５日）に先立って購入

した者に対し，旧版Ｖ９と新版Ｖ９との交換を依頼する旨の文書を送
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付するのに要した郵便代実費である。

ｄ 文書等送付費用２ ５２万２３３３円

内訳は次のとおりである。

(a) 店舗あて発売中止通知状送付費用 ８万３３２８円

出荷先の各店舗に旧版Ｖ９の発売中止の通知を送付するために要

した費用実費である。

(b) 営業詫び状送付費用 ３万２２９８円

出荷先等に詫び状を送付するのに要した費用実費である。

(c) 交換用ＣＤ－ＲＯＭ送付費用 ４０万６７０７円

発売予定日（平成１４年１１月１５日）に先立って旧版Ｖ９を購

入した者に対し，新版Ｖ９のＣＤ－ＲＯＭを送付するのに要した費

用実費である。

ｅ 販促費用 ８６５万９６３８円

内訳は次のとおりである。

(a) 旧版Ｖ９の広告費 ８５万４５９５円

旧版Ｖ９の雑誌広告等に要し，無駄になった広告掲載，広告フィ

ルム，広告簡易色校正等の費用実費である。

(b) 旧版Ｖ９の回収及び新版Ｖ９の販売に関する追加販促費用

７８０万５０４３円

旧版Ｖ９の回収及び新版Ｖ９の販売に伴って被告が支出せざるを

得なかったリベート，新版Ｖ９の発売告知パネル等作成や店頭宣伝

活動に要した追加的な費用実費である。

ｆ 取引先との取引条件悪化に基づく損害 １５９５万６３９８円

内訳は次のとおりである。

(a) 旧版Ｖ９の返品依頼と新版Ｖ９の販売依頼に起因する取引条件変

更等に基づく損害 ７８３万３９２６円
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旧版Ｖ９の回収及び返品により販売店等に迷惑を掛けたことに伴

い上乗せされた新版Ｖ９の販促リベートの差額，卸値を減額させら

れた差額や，新版Ｖ９の販売スペースを新たに確保するのに要した

費用実費である。

(b) 便乗返品損害 ８１２万２４７２円

被告が，旧版Ｖ９の回収と新版Ｖ９について取引先に「協力」し

てもらったことで，取引上の立場が弱くなり，これに伴って，通常

であればあり得ない他の商品の返品（旧版Ｖ９とは全く無関係の商

品の異常な返品）が発生した。これは，通常であれば返品されなか

った携帯マスター９以外の商品が，本件に便乗して返品されたため

に発生した損害である。

すなわち，平成１４年１１月から平成１５年１月までの返品額は

１２６５万２４７２円であったが，本件トラブルがなかった場合の

通常の返品額は４５３万円（売上げの０.５％）であったはずであ

るから，その差額（８１２万２４７２円）が被告の損害となる。

ｇ 調査費 ２１万００００円

当該画像のタレント所属事務所から要求され，出荷した旧版Ｖ９か

ら画像が流出していないかを調査するのに専門の調査会社に依頼して

調査させたことに伴う費用実費である。

ｈ 営業費 ８４万８７４２円

旧版Ｖ９の回収と新版Ｖ９の発売に伴って追加的に発生した営業活

動費用の実費であり，その内訳は次のとおりである。

(a) 交通費 １７万２６２２円

(b) 出張費 ５８万２８１４円

(c) 会議費及び接待費 ５万６９２０円

(d) 通信費 ３万６３８６円
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ｉ 人件費 ９００万００００円

旧版Ｖ９の瑕疵に起因して行わざるを得なかった取引先に対する説

明，連絡，販売停止・返品・回収の依頼，交渉，新版Ｖ９の発売に関

する交渉，開発，その他追加的な業務活動に必要となった人件費であ

り，内訳は次のとおりである。

(a) 業務・営業部門分 ３３７万５０００円

業務・営業部門の従業員６名は，平成１４年１１月１４日に画像

使用を発見してから翌日の発売を食い止めるため，緊急に全出荷先

に販売中止の告知をし，また，同月１５日以降も，返品依頼や謝罪

等の対応を余儀なくされた。このため，３週間は本件の処理に掛か

りきりとなったことによる人件費である。

（計算式）

月間平均人件費７５万円／人×６人×３／４月

＝３３７万５０００円

(b) 開発・製作部門分 ３３７万５０００円

開発・製作部門の従業員６名は，競合製品の発売までのわずか１

か月足らずの間に新版Ｖ９を開発・製作しなければならなかったた

め，３週間はそのための業務に掛かりきりとなったことによる人件

費である。

（計算式）

月間平均人件費７５万円／人×６人×３／４月

＝３３７万５０００円

(c) 管理部門分 ２２５万００００円

管理部門の従業員３名も，業務・営業部門の６名と同様の業務に

携わるとともに，契約条件の変更その他本件に起因する事項の処理

への対応等の業務に１か月間掛かりきりとなったことによる人件費
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である。

（計算式）

月間平均人件費７５万円／人×３人×１月＝２２５万円

ｊ 逸失利益 ３０８６万１６００円

携帯マスター９の発売が平成１４年１１月１５日から同年１２月６

日に遅延したことにより喪失した利益である。

すなわち，「携帯マスター」と競合製品である「携帯万能」とのシ

ェア比は１対１.５であり，かつ，その当時は，同種ソフトウェア市

場は両製品及び「携快電話」という３製品のほぼ独占状態であった。

新製品が発売されると，その新製品は新しい携帯電話に対応してい

るため，既に発売されている競合の現行製品に比べ，新製品側が一気

に売上げが伸び，逆に，現行の競合製品のシェアが大きく落ちるとい

う状況にあり，いつ発売するかというのは，各社にとって売上げやシ

ェアを大きく左右する最重要事項であった。

被告は，本来の発売予定日である平成１４年１１月１５日に携帯マ

スター９を発売することができていれば，同年１２月１０日の競合製

品の発売日まで（同年１１月１５日から同年１２月９日まで），新製

品という優位性をもって市場をほぼ独占していたはずであるから，こ

の期間中は，少なく見積もっても両製品が競合する時期の２倍の本数

を販売することができたはずである。

そうすると，以下の計算により，逸失利益は３０８６万１６００円

となる。

① 平成１４年１２月６日から平成１５年１月１５日まで（４１日

間）の新版Ｖ９の実際の販売本数は３万００６６本であった。

② ３万００６６本÷（３７+４×２）≒６６８本（競合時期の１日

当たりの販売本数）
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１２月６日から９日まで（４日間）の先行時期は，１日当たり

の販売本数が競合時期の２倍であることを前提に計算した。

③ ６６８本×２（独占時期の１日あたりの販売本数予測値）×２１

（１１月１５日～１２月５日）＝２万８０５６本

④ ２万８０５６本×１１００円（１本当たりの粗利）＝３０８６万

１６００円

(ｲ) 被告は，原告に対し，平成１５年１月２７日，上記(ｱ)の金額（総額

８３０９万４７６８円）のうち４５８３万７５８５円の支払を請求した。

これに対し，原告は，同年２月１０日，合計３０１４万１２１８円を

被告の損害と認めた上で，そのうちの１３３３万４２７５円を支払い，

被告は，これを損害賠償の一部弁済として受領した。

(ｳ) よって，被告は，原告に対し，上記(ｱ)の損害総額と上記(ｲ)の弁済額

との差額である６９７６万０４９３円及びうち３２５０万３３１０円

（上記(ｲ)の請求額から弁済額を控除した残額）に対する平成１５年１

月２８日（上記(ｲ)の請求の日の翌日）から，うち３７２５万７１８３

円に対する平成２１年３月１４日（反訴状送達の日の翌日）から，各支

払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める。

イ 原告

原告が被告に１３３３万４２７５円を支払ったことは認めるが，その余

は否認ないし争う。

被告は，原告から受領したソフトウェアの納品時の検査（商法５２６条

１項）を怠り，著名タレントの画像データが混入していることを見逃した

まま，携帯マスター９のパッケージ作成を行った。このように，被告には

受領したソフトウェアの納品検査を怠るなど重大な落ち度があったのであ

り，原告に一方的に非があるものではない。被告に生じた損害については，

少なくとも５割以上の過失相殺が認められるべきである。
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第３ 当裁判所の判断

１ 争点(1)（被告は携帯マスターシリーズの販売努力義務に違反したか）につ

いて

(1) 本件契約は，前記第２の２(2)のとおり，当初は「ケータイ・マスター２

００１」の開発と販売について締結された契約であったが，その後，同ソフ

トウェアの改訂がされる都度に更新され，その際には新たに契約書を作成す

ることなく，ロイヤリティ等の必要な事項について原告と被告との間で合意

書を取り交わし，その他の事項については本件契約の各契約条項によること

を合意していたものである。そして，本件契約は，「5)遵守事項」の項に

「被告は，商品の拡販に努力するものとする。」と定めている（甲１）から，

同規定により，被告は，原告が開発したプログラムを搭載した携帯マスター

シリーズ（「ケータイマスター２００１」に始まる一連の製品）について，

その拡販（販売数の拡大）のために努力する契約上の義務を負うものと解さ

れる。

(2) 証拠（乙１）によれば，平成１５年から平成１８年（暦年）までの携帯マ

スターシリーズ（ただし，「携帯マスター 」を除く。）に係る販売本Smart

数，返品本数，実売本数（販売本数から返品本数を控除した本数）の推移は

次のとおりであり，携帯マスターシリーズは，平成１８年になって，返品本

数が販売本数を上回り，実売本数がマイナスに転じたことが認められる。

年 度 販売本数 返品本数 実売本数

平成１５年 152,462 32,231 120,231

平成１６年 142,586 32,859 109,727

平成１７年 97,134 42,559 54,575

平成１８年 38,039 52,640 ▲ 14,601

(3) 上記の実売本数の減少について，原告は，平成１８年１月以降，被告が携
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帯マスターシリーズの販売努力を怠ったことによるものであると主張する。

しかしながら，証拠（甲３５，乙２５，２９，４８）及び弁論の全趣旨に

よれば，携帯電話メモリ管理ソフトに係る市場規模は，少なくとも平成１５

年以降，縮小傾向にあった（ＢＣＮデータに基づき，平成１８年度を平成１

５年度と比較すると，売上金額ベースで平成１５年度比マイナス約６２％，

売上本数ベースで平成１５年比マイナス約４０％もの減少を示している。）

上，低価格版（機能を絞った廉価版）製品の台頭により，「携帯マスター」

シリーズのように相対的に高価格，高機能な製品の販売は低調であったが，

そのような状況の中でも，被告は，少なくとも平成１５年以降，携帯電話用

ソフトウェアの販売本数において，一貫して業界第２位のシェアを占めるな

ど，それなりの売上げを維持していたことが認められるのであるから，上記

実売本数の減少を被告が販売努力を怠ったことによるものと即断することは

できない。

(4) なお，被告は，本件契約期間中の平成１８年１０月１９日，自社が開発し

た携帯電話メモリ管理ソフトとして「携帯マスターＮＸ」の販売を開始して

いるが，証拠（甲１９，２０）によれば，同製品は低価格版のソフトウェア

であり，携帯マスター１７とは市場において必ずしも競合するものではない

から，「携帯マスターＮＸ」の販売により，携帯マスター１７の売上げが減

少したと認めることもできない。

(5) その他，原告は，①平成１８年１月に完成したＮＥＣパソコンバンドル版

の「携帯マスター１６ for ＮＥＣ」をＮＥＣに納品することを被告が妨げ

た，②同年８月上旬，棚卸しと称して，被告が原告に持ち込んでいた開発用

の数百台の携帯電話を持ち帰り，その後，新たに発売された携帯電話も原告

に提供しなかったため，原告によるアップデータが不可能になったなどと主

張する。しかし，上記①については，「携帯マスター１６ for ＮＥＣ」が

平成１８年４月ころ発売のＮＥＣパソコン夏モデル，同年９月ころ発売の同
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秋冬モデルにバンドルのソフトウェアとして搭載されなかったことは認めら

れる（甲５８，６０）ものの，被告が同製品の納品を妨げたとの事実を認め

るに足りる証拠はなく，上記の搭載がされなかったのは，同製品の開発がＮ

ＥＣの要求した納期（平成１７年１２月中旬）に間に合わなかったことによ

るものであり（乙４４，証人Ｃ），被告の販売努力義務違反によるものであ

るとは認められない。また，上記②については，被告の販売努力義務とは関

わりのない事実というべきである。

したがって，原告主張のこれらの事実によっては，携帯マスターシリーズ

に係る被告の販売努力義務違反を肯定するには足りないというべきである。

(6) なお，原告は，平成１８年１１月末ないし同年１２月初めには携帯マスタ

ー１８を発売することが可能であったことを前提として，その販売努力義務

違反を主張するが，結局のところ，本件契約の終了により携帯マスター１８

は発売されなかったのであるから，かかる製品について，被告の販売努力義

務というものを観念することはできない。

したがって，原告の上記主張は，失当といわざるを得ない。

２ 争点(2)（被告が本件契約を終了させたことが信義則上の義務に違反する

か）について

(1) 原告は，平成１８年５月下旬に携帯マスター１７（発売は平成１８年６月

３０日）の開発を完了した後，本件契約上の義務に基づき，同年６月初めこ

ろから携帯マスター１８の開発に着手し，同年９月ころにはほぼ完成させて

いたにもかかわらず，被告が同月６日に本件契約の終了を提案してきたのは，

契約当事者に不測の損害を与えないよう配慮すべき信義則上の義務に違反す

るものであると主張する。

(2) 本件契約は，「2)役割分担」の項に「原告の役割」として「プログラムの

継続的なバージョンアップ」を定めているが，この「バージョンアップ」は，

「ロイヤリティ収入で採算が取れる範囲」で行うものと限定されていること
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（「9)その他」の項の３）を考慮すれば，「次版」（新製品）の開発を意味

するものと解することには疑問があり，むしろ，携帯マスターシリーズのよ

うなプログラムについては，次々と発売される新たな携帯電話の機種に対応

するためのプログラムの変更（マイナーバージョンアップ）が不可避である

ことにかんがみると，上記「プログラムの継続的なバージョンアップ」は，

新たな携帯電話の機種に対応するためのバージョンアップを意味するものと

解するのが相当である。

したがって，携帯マスター１８の開発が本件契約上の義務に基づくもので

あることを前提とする原告の主張は，採用することができない。

(3) もっとも，原告は，平成１２年２月１０日に被告との間で本件契約を締結

した後，別紙２製品目録記載のとおり，平成１８年６月３０日に携帯マスタ

ー１７を発売するに至るまでの６年以上にわたって，間断なく携帯マスター

シリーズのプログラムを開発し，これを被告に提供して，製品化してきたも

のであるから，携帯マスター１８についても，予定どおり発売がされるもの

との期待を有していたことは，否定できない。

しかしながら，証拠（甲９，２７～３０，乙１８，１９，２９，原告代表

者，被告代表者，証人Ｃ）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，携帯マスタ

ー１７の開発完了後，被告との間において，「携帯マスター」事業は不採算

であり，現状のまま維持，継続することは困難であるとか，今後，資本力の

ある別社を通じた販売も考えているなど，その事業の存続について厳しい交

渉を続けていたもので，被告から携帯マスター１８の発売を断念する旨を提

案された平成１８年９月６日時点においても，本件契約を更に更新するか否

かの見通しは立っていなかったことが認められる。

また，前記第２の２(2)のとおり，原告と被告は，本件契約更新の際，新

たに契約書を作成することなく，ロイヤリティ等の必要な事項について合意

書（甲３，８，３９，乙５～１３）を取り交わしていたものであるが，そも
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そも携帯マスターシリーズに搭載されているプログラムは原告の著作物であ

り，被告がこれを販売するためには原告の許諾が必要であるところ，ロイヤ

リティその他の条件が折り合わなければライセンス契約が成立しないことは

当然であるから，本件契約は，その成立当初から，いつでも終了する可能性

を有していたものということができる。

さらに，証拠（甲３，乙５～７，９～１３，２０，証人Ｃ）及び弁論の全

趣旨によれば，原告と被告との間においては，それまでも携帯マスターシリ

ーズについては，個々のバージョンごとに具体的にロイヤリティ等のライセ

ンス条件が交渉され，上記のように合意書が取り交わされた後に，初めて原

告が被告に複製・商品製作用の完成版プログラムを格納した「ゴールドマス

ター」ディスク（ＧＭ）を交付して納品するという形態の取引が行われてき

たものであるところ，携帯マスター１８については，本件全証拠を検討して

も，原告と被告との間において，その開発内容等についての具体的な交渉が

行われたとは認められない。

以上のような経緯及び原告と被告との取引形態にかんがみれば，前記第２

の２(7)のとおり被告が平成１８年９月６日に本件契約の解約を提案し，同

年１１月２日ころ本件契約を更新しない旨通知したことが信義則に反するも

のと評価することはできない。

したがって，本件契約の終了について信義則違反があったとする原告の主

張は，採用することができない。

３ 争点(3)（本件商標権の帰属及びその経済的価値）について

(1) 原告は，本件商標権は被告名義で登録されているものの，被告との間にお

いては原告に帰属することが合意されていたもので，その実質的な権利者は

原告である旨主張する。

しかしながら，本件契約は，「4)本件商品の諸権利の確認」の項において

「本件商品の商標権・販売権，被告がデザインを作成した部分の意匠権と著
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作権は，被告が保有する。それ以外の部分（エンジン）については，原告が

著作権を保有し，被告は本件商品を販売する目的での使用権を有するものと

する。」と定めている。そして，「本件商品」とは，前記第２の２(2)のと

おり，本件契約締結当初は「ケータイマスター２００１」を指していたが，

その後，本件契約を基本契約として携帯マスターシリーズの製品が開発，販

売され，本件契約を更新してきたのであるから，「本件商品」は，一連の携

帯マスターシリーズを含むものと認められる。したがって，本件契約におい

て，「ケータイマスター２００１」を始めとする携帯マスターシリーズに係

る「商標権」は被告に帰属することが明らかである。そして，現に，被告は，

平成１４年１０月２８日，本件商標「携帯マスター」について商標登録出願

し，平成１５年１０月１０日，その設定登録がされ，原告も本件契約の継続

中これに対し何らの異議を申し入れていないのであり，本件全証拠を検討し

ても，これと異なる合意の存在は認められないから，原告の上記主張は理由

がない。

この点，原告は，「保有」の意味について，「キープする」ということで

あり，被告が携帯マスターシリーズの販売権を有している限り，第三者から

の販売妨害等を防止するよう，商標権を支配下に置いておくことであるなど

と主張するが，一般に「保有」とは，「自分のものとしてもちつづけるこ

と」（広辞苑第６版）を意味するから，原告の上記主張は採用することがで

きない。

(2) 原告は，原告と被告との間で平成１５年当時に行われた携帯マスターシリ

ーズのソフトウェアに係る権利を原告から被告に譲渡する交渉の過程で作成

された契約書案（甲２４，４１）中に，譲渡対象として「商標権」が記載さ

れていることを根拠として，本件商標権は実質的には原告に帰属するもので

あるとも主張する。

しかしながら，これらの契約書案（甲２４，４１）は，契約交渉の過程で，
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双方が相手方提示の契約書案に変更を加えながら継続してやり取りした中間

的な案にすぎず，その作成経緯を検討すれば，これらの契約書案に譲渡対象

として「商標権」が掲げられていたとしても，原告と被告との間において，

本件商標権が原告に帰属することが確認がされたと認めることはできない。

すなわち，原告は，当初，譲渡を受ける権利として「著作権」のみを挙げて

いたが（乙１７），被告は，代理人弁護士の助言を受け，当該ソフトウェア

に関する「一切の権利」を対象とする方がよいという趣旨から，「商標権，

著作権その他の知的財産権を含む一切の権利」と加筆して修正提案した（甲

２４）。これに対し，原告が「知的財産権を含む一切の権利」という文言に

拒絶反応を示したことから，この部分が削除されたが，被告としては，「一

切の権利」と明示できないまでも，削らないで済むものは残しておきたいと

いう考えから，「商標権」に関する記載を残した内容の契約書案（甲４１）

として，交渉を継続したものである（なお，この交渉は，結局合意に至るこ

となく終了した。）。

したがって，上記経緯からすれば，上記契約書案の記載をもって，本件商

標権が原告に帰属することを被告が認めた趣旨であるとすることはできない。

(3) その他，本件全証拠を検討しても，本件商標権が原告に帰属する旨の合意

を認めるに足りないから，本件商標権の移転登録，及び原告に本件商標権が

帰属することを前提とする本件商標の使用の差止めを求める原告の請求は，

いずれも理由がない。

また，原告は，予備的に，当事者間の公平の観点から，被告に対し，本件

商標権の有する経済的価値の２分の１の金員（７１１３万３２２５円）の支

払を求めているが，前示のとおり本件商標権が原告に帰属するとは認められ

ないのであるから，その代償を求め得る法律上の根拠はなく，原告の予備的

請求も理由がない。

４ 争点(4)（携帯マスター１７の返品により，被告が支払ったロイヤリティの
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返金が認められるか）について

(1) 「『携帯マスター１７』のライセンス条件に関する合意書」（甲３）には，

下記の記載がある。（表記は，一般的な表記法に準拠したほかは原則として

甲３の記載に従い，当事者の表示は本判決のものとした。）

記

被告と原告は，「携帯マスター１７」（以下，製品と表記する。）の販売

に関して以下のとおり合意する。

第１条 希望小売価格とロイヤリティ単価

……

第２条 返品分のロイヤリティ精算単価

(a) 本商品の返品時の精算単価に関して

基本的に，次版，次々版発売後の精算単価はそれぞれ(b)－①，②と

する。

ただし，１４，１５の実売実績は従来契約の前提である４万本には到

達しておらず，１６に関しても同様と予測されるため，本製品の実売本

数も３万本を下回る場合には別途相談とする。

(b) 前商品，旧商品の精算に関して

本商品発売期間中の「前商品（１バージョン前の商品）」「旧商品

（２バージョン以上前の商品）」のロイヤリティ精算単価は以下のとお

りとする。

① 「前商品」の返品分のロイヤリティ精算単価は，６００円とする。

② 「旧商品」の返品分のロイヤリティ精算単価は，４５０円とする。

③ 各月の「本商品」の出荷額を超えての返品精算は行わないものと

する。

……

第４条 その他
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本合意書で製品の販売に限り特別に合意した上記事項のほかは「基本契

約書」（判決注：本判決の基本契約と認められる。）記載のとおりとする。

……

(2) 合意書（甲３）の上記記載によれば，原告と被告は，平成１８年５月３１

日，携帯マスター１７の返品については，①携帯マスター１８発売後の返品

については１本当たり６００円で精算し，②携帯マスター１９以降の発売後

の返品については１本当たり４５０円で精算するが，③上記①，②のいずれ

の場合においても，携帯マスター１８以降の製品の出荷額を超えての返品精

算は行わない，という趣旨の合意をしたものと解される。

ところで，前示のとおり，本件契約の終了により携帯マスター１８以降の

バージョンの製品が販売されることはなかったのであるから，携帯マスター

１７が返品されたとしても，携帯マスター１８以降の製品のロイヤリティか

ら所定の金員を控除することによる精算を行うことは不可能であり，携帯マ

スター１７の返品についての精算は，上記合意①～③をそのまま適用するこ

とができない。しかしながら，上記合意は，携帯マスター１７について返品

があった場合の精算単価を明確に定めているのであるから（携帯マスター１

８以降のロイヤリティから控除するというのは，携帯マスター１８以降が販

売される場合の精算方法を定めたものであるが，精算方法をこれに限定する

趣旨であるとまでは解されない。），その後，携帯マスター１８以降の製品

が販売されなくなったからといって，およそ携帯マスター１７の返品に伴う

精算が不要になるものと解することは不合理である。したがって，携帯マス

ター１７の返品による精算を不要であるとする原告の主張も，精算単価をロ

イヤリティと同額の１本当たり１２００円とする被告の主張も，いずれも上

記合意に反するものであり，採用することができない。

そして，上記合意の趣旨に従うと，原告は，携帯マスター１７について返

品があった場合には，被告に対し，一本当たり，①携帯マスター１８の販売
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期間として想定される期間は６００円，②携帯マスター１９以降の製品の販

売期間として想定される期間は４５０円の精算をする必要があるというべき

である。

(3) 証拠（甲６の３～５，乙１別紙１）によれば，携帯マスター１７は，平成

１８年１１月１６日から平成１９年２月１５日まで，合計１万９９８４本が

被告の販売先から被告に返品されていることが認められる。

そして，別紙２製品目録記載のとおり，原告と被告は，携帯マスターシリ

ーズについて，おおむね半年に一度のバージョンアップをしており，上記期

間（平成１８年１１月１６日から平成１９年２月１５日まで）は，携帯マス

ター１８の販売期間と想定される期間に含まれるから，携帯マスター１７の

返品による精算単価は，１本当たり６００円ということになる。

したがって，被告は，原告に対し，携帯マスター１７の返品による精算と

して，合計１１９９万０４００円（＝６００円／本×１万９９８４本）の支

払を求めることができる。

なお，原告は，携帯マスター１７の返品について，被告が販売努力を怠っ

た結果によるものであるから，その返品についてロイヤリティの返還を認め

ることは商道徳上許されないと主張するが，被告に携帯マスター１７の販売

努力義務違反が認められないことは前示のとおりであり，原告の上記主張は

理由がない。

５ 争点(5)（本件事故による損害について，和解が成立したか）について

(1) 証拠（各項に掲記）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認めること

ができる。

ア 被告は，平成１５年１月２７日，本件事故による被告の損害を総額４５

８３万７５７５円として，これを原告に負担するよう求めた。（乙３０）

イ 原告は，同年２月１０日，被告に対し，上記損害のうち１３３３万４２

７５円を振込送金し，被告は，同月１４日ころ，これを上記損害金の一部
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として受領し，損害賠償については引き続き協議する旨の通知をした。

（乙３２）

ウ 原告は，同年３月３１日付けで「『携帯マスター９，１０のロイアリテ

ィ値引き』について」と題する文書を作成し，被告に対し，携帯マスター

９，１０の販売に関して，ロイヤリティの値引き（①携帯マスター９につ

き，実売本数３万本を超えた部分について１本当たり３００円の値引き，

②携帯マスター１０につき，実売本数３万本まで１本当たり２００円の値

引き，３万本を超えた部分について１本当たり４５０円の値引き）による

支援を実施することを提案した。同文書の冒頭には「『携帯マスター９』

の販売が順調である事，昨年１１月に発生した商品回収に関する両者間の

損害賠償に付いては合意が成立した事などを考慮して，携帯マスター９，

１０の販売に関して，以下のとおり，支援（値引き）を実施するものとす

る。」と記載され，上記「昨年１１月に発生した商品回収」とは本件事故

をいうものと認められる。（甲８３の２）

エ 被告は，原告に対し，同年４月４日，携帯マスター９のロイヤリティに

ついて，少なくとも１８００万円に減額してほしいと要請したが，同年５

月１３日，結局，原告の上記ウの提案を基本的に了承する旨返答し，その

場合の未払ロイヤリティの支払計画を提示した。（甲７９，８０）

オ 原告は，同年５月１４日，被告の上記支払計画のとおりに合意すること

を申し入れ，同月１５日，「『携帯マスター９，１０のロイアリティ値引

き』について」と題する文書に押印した上，これを被告にファクシミリで

送信した。（甲８１，甲８３の２）

これに対し，被告は，同日，上記文書に押印して，原告にファクシミリ

で返信した。（甲８４の１，乙８）

カ 被告は，その後，上記合意に従い，携帯マスター９，１０について，減

額されたロイヤリティの額を請求し，原告からその支払を受けた。（甲６
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１の１～１０，甲６２）

なお，携帯マスター９の実売本数は４万７６６８本，携帯マスター１０

の実売本数は５万３７１０本であるから（乙１別紙１），上記により減額

されたロイヤリティの額は，次式のとおり，合計２１９６万９９００円と

なる。

（47,668本－30,000本）×300円／本＋30,000本×200円／本

＋（53,710本－30,000本）×450円／本＝21,969,900円

(2) 上記認定事実によれば，原告は，本件事故による損害賠償金の一部として，

被告に対し，１３３３万４２７５円を支払ったほか，本件事故により経済的

に打撃を受けた被告の支援名目で，携帯マスター９，１０のロイヤリティを

値引きしているが，値引きに至る上記経緯及び同値引きを提案した文書（甲

８３の２）の冒頭に「『携帯マスター９』の販売が順調である事，昨年１１

月に発生した商品回収（判決注：本件事故）に関する両社間の損害賠償に付

いては合意が成立した事などを考慮して，携帯マスター９，１０の販売に関

して，以下のとおり，支援（値引き）を実施するものとする。」と記載され

ていることにかんがみると，この値引きによる減額分合計２１９６万９９０

０円は，本件事故による損害賠償に充当する趣旨でされたものと認めるのが

相当である。しかし，上記値引きに関する原告と被告の合意は，上記の趣旨

にとどまるものであり，それ以上に，原告と被告との間に本件事故による損

害賠償の問題をすべて解決する旨の合意が成立したとまでは認められない。

すなわち，上記文書作成当時，いまだ被告の損害額が確定していたとは認め

られない上，本件事故のような会社間の取引上のトラブルに基づく損害賠償

責任について終局的な和解が成立したというのであれば，これに関する正式

な合意文書（契約書）が作成され，和解の内容，条件等が具体的に明らかに

されるのが通常であると考えられるにもかかわらず，本件においては，この

ような文書は作成されていないのであって，このことは，本件事故について，
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いまだ終局的な和解が成立していないことを示しているというべきである。

この点，原告は，上記文書（甲８３の２）における「両社間の損害賠償に

付いては合意が成立した」という記載を根拠として，原告と被告との間に本

件事故に係る終局的な和解が成立したかのような主張をするが，同文書の上

記記載は，原告の一方的な認識を示すにすぎないものというべきであり，前

示したところに照らし，採用することができない。

(3) 以上のとおり，本件事故について原告と被告との間に終局的な和解が成立

したとは認められないから，被告は，いまだ填補されていない損害があれば，

その賠償を原告に求めることができるというべきである。

６ 争点(6)（原告の損害）について

前示のとおり，被告による販売努力義務違反（争点(1)）も，信義則上の義

務違反（争点(2)）も認められないから，これによる原告の損害を検討するま

でもない。

７ 争点(7)（本件事故による被告の損害）について

(1) 証拠（乙５０）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，本件事故により，次

の損害（合計３４８４万２９６５円）を受けたことが認められる。

ア 製造費用等 １６８０万４７１２円

旧版Ｖ９の製造費用等の実費で，その内訳は次のとおりである。

(ｱ) 旧版Ｖ９の製造費 １４３２万３４１９円

旧版Ｖ９をパッケージ商品とするためにかかった，プログラムＣＤ，

同梱物（マニュアル，はがき等），パッケージ等の作成，梱包，発送に

要した費用であり，本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

(ｲ) 交換用マスター作成費 ２２万３６５０円

新版Ｖ９のマスターデータ（複製・量産用のＣＤ－ＲＯＭ）の作成に

要した費用であり，本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

(ｳ) 返品・回収関係費 １２５万７１２８円
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返品及び回収に係る旧版Ｖ９の検品（ケーブル抜取り作業を含む。），

解体，解体作業のための出荷，配送に要した費用であり，本件事故と相

当因果関係のある損害と認められる。

(ｴ) 保管，廃棄費用等 ３８１万５７００円

旧版Ｖ９の保管や廃棄に要した費用であり，本件事故と相当因果関係

のある損害と認められる。

(ｵ) 値引き ▲２８１万５１８５円

イ 着払運送費 ０円

被告は，旧版Ｖ９を着払いにより回収するため，運送費実費として１３

万３７４５円を要したと主張するが，これを認めるに足りる証拠はない。

ウ 文書等送付費用１ ０円

被告は，旧版Ｖ９の発売予定日（平成１４年１１月１５日）に先立って

購入した者に対し，旧版Ｖ９と新版Ｖ９との交換を依頼する旨の文書を送

付するために，郵便代実費として９万７６００円を要したと主張するが，

これを認めるに足りる証拠はない。

エ 文書等送付費用２ ５２万２３３３円

その内訳は次のとおりである。

(ｱ) 店舗宛発売中止通知状送付費用 ８万３３２８円

出荷先の各店舗に旧版Ｖ９の発売中止の通知を送付するために要した

費用実費であり，本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

(ｲ) 営業詫び状送付費用 ３万２２９８円

出荷先等に詫び状を送付するのに要した費用実費であり，本件事故と

相当因果関係のある損害と認められる。

(ｳ) 交換用ＣＤ－ＲＯＭ送付費用 ４０万６７０７円

発売予定日（平成１４年１１月１５日）に先立って旧版Ｖ９を購入し

た者に対し，新版Ｖ９のＣＤ－ＲＯＭを送付するのに要した費用実費で
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あり，本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

オ 販促費用 ８６５万９６３８円

その内訳は次のとおりである。

(ｱ) 旧版Ｖ９の広告費 ８５万４５９５円

旧版Ｖ９の雑誌広告等に要し，無駄になった広告掲載，広告フィルム，

広告簡易色校正等の費用実費であり，本件事故と相当因果関係のある損

害と認められる。

(ｲ) 旧版Ｖ９の回収及び新版Ｖ９の販売に関する追加販促費用

７８０万５０４３円

旧版Ｖ９の回収及び新版Ｖ９の販売に伴って被告が支出せざるを得な

かったリベート，新版Ｖ９の発売告知パネル等作成や店頭宣伝活動に要

した追加的な費用実費であり，本件事故と相当因果関係のある損害と認

められる。

カ 取引先との取引条件悪化に基づく損害 ７８３万３９２６円

その内訳は次のとおりである。

(ｱ) 旧版Ｖ９の返品依頼と新版Ｖ９の販売依頼に起因する取引条件変更等

に基づく損害 ７８３万３９２６円

旧版Ｖ９の回収及び返品により販売店等に迷惑をかけたことに伴い上

乗せされた新版Ｖ９の販促リベートの差額，卸値を減額させられた差額

や，新版Ｖ９の販売スペースを新たに確保するのに要した費用実費であ

り，本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

(ｲ) 便乗返品損害 ０円

被告は，旧版Ｖ９の回収と新版Ｖ９について取引先に「協力」しても

らったことで，被告の取引上の立場が弱くなり，これに便乗して，旧版

Ｖ９とは全く無関係な商品の返品が発生したと主張する。

しかし，被告がいったん売却した商品の返品に応じなければならない
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か否かは，当該取引先との取引条件（通常は，契約により定められるも

のと考えられる。）によるものというべきであるが，旧Ｖ９以外の商品

の返品が，いかなる理由でなされたものであるか，また，被告がこれに

応じなければならない義務があったのか否かについて，何らの主張，立

証もない。したがって，被告の主張する便乗返品損害を本件事故と相当

因果関係のある損害と認めることはできない。

キ 調査費 ２１万００００円

当該画像のタレント所属事務所から要求され，出荷した旧版Ｖ９から画

像が流出していないかを調査するのに専門の調査会社に依頼して調査させ

たことに伴う費用実費であり，本件事故と相当因果関係のある損害と認め

られる。

ク 営業費 ８１万２３５６円

旧版Ｖ９の回収と新版Ｖ９の発売に伴って追加的に発生した営業活動費

用の実費であり（その内訳は次のとおりである。），いずれも本件事故と

相当因果関係のある被告の損害と認められる。

なお，被告は，通信費として３万６３８６円を要したと主張するが，こ

れを認めるに足りる証拠はない。

(ｱ) 交通費 １７万２６２２円

(ｲ) 出張費 ５８万２８１４円

(ｳ) 会議費及び接待費 ５万６９２０円

ケ 人件費 ０円

被告は，旧版Ｖ９の瑕疵に起因して行わざるを得なかった取引先に対す

る説明，連絡，販売停止・返品・回収の依頼，交渉，新版Ｖ９の発売に関

する交渉，開発，その他追加的な業務活動に必要となった人件費として合

計９００万円（業務・営業部門３３７万５０００円，開発・制作部門３３

７万５０００円，管理部門２２５万円の合計）を要したと主張するが，こ
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れらの従業員（正規従業員）に対する人件費は，本件事故の発生にかかわ

らず発生する経費（固定経費）というべきであるから，本件事故と相当因

果関係のある損害とは認められない。

コ 逸失利益 ０円

被告は，携帯マスター９の発売が平成１４年１１月１５日から同年１２

月６日に遅延したことにより，３０８６万１６００円の利益を逸失したと

主張するが，携帯マスターの発売が上記のとおり遅延したことによって，

同ソフトウェアの製品寿命が短縮するなどして，販売本数が実際に減少し

たといえるのかは明らかではなく，その他，本件全証拠を検討しても，被

告に逸失利益が生じたことを認めるには足りない。

(2) 過失相殺

原告は，旧版Ｖ９について納品時の検査（商法５２６条１項）を怠り，著

名タレントの画像データが混入していることを見逃したままパッケージ作成

を行うなど，重大な落ち度があったから，被告に生じた損害については，少

なくとも５割以上の過失相殺が認められるべきである旨の主張をする。

しかしながら，旧版Ｖ９の納品を受けた被告において，そのプログラム中

に上記のような画像データが混入しているか否かという観点から，旧版Ｖ９

の検査をする義務があるとすることはできない。すなわち，ソフトウェアの

受入検査の目的は，①ウイルスの混入がないことの確認，②プログラムのイ

ンストールとアンインストールを正常に行うことができることの確認，③個

々の動作が正常に行えることの確認であるから（証人Ｃ），旧版Ｖ９を製品

化して販売する被告としては，そのプログラムが正常に作動することや，そ

の動作中に問題が発生しないことなどを検査すれば足りるのであって，個々

のフォルダの中に何があるかを確認するというような受入れ検査の目的とは

関係のないことについてまで検査をする必要は認められないからである。

しかるところ，被告は，旧版Ｖ９が正常に作動することや，その動作中に
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問題が発生しないことをテストし，確認しているのであるから（証人Ｃ），

検査義務を尽くしたものとして，過失相殺は認められない。なお，本件事故

について作成された被告の報告書（甲７８の２）には，本件事故の発生原因

として，「マスタ受領後の，ジャングル（判決注：被告）内での検証，確認

不足」が指摘されているが，これは，原告と被告が「携帯マスター」シリー

ズについて協働し，良好な関係を構築していた時期に作成されたもので，多

分に儀礼的に表現されたにすぎないと考えるのが相当であるから，上記認定

を左右するものではない。

(3) 損益相殺

上記(1)による損害合計は，３４８４万２９６５円であるところ，前記認

定のとおり，原告は，被告に対し，平成１５年２月１０日，本件損害のうち

１３３３万４２７５円を賠償したほか，携帯マスター９，１０に係るロイヤ

リティの減額分として合計２１９６万９９００円の填補を受けているから，

これらを控除すると，被告の本件事故による損害はすべて填補済みとなる。

８ 小括

(1) 本訴について

以上検討したところによれば，被告は，原告の本訴請求債権のうち，(1)

の携帯マスター１７に係る未払ロイヤリティ２７９万１０５８円及びうち２

３３万２８９０円に対する平成１８年１２月１６日から，うち４５万８１６

８円に対する平成１９年１月１６日から，各支払済みまで商事法定利率年６

分の割合による遅延損害金の支払義務並びに(2)のＮＥＣ向け製品に係るラ

イセンス料２５３万９８３４円及びこれに対する平成１９年３月１６日から

支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払義務がある

が，他方，被告は，原告に対し，前示のとおり携帯マスター１７の返品によ

る精算金返還請求として，１１９９万０４００円及びこれに対する原告が履

行遅滞に陥った日（後に検討する。）の翌日から支払済みまで商事法定利率



- 57 -

年６分の割合による遅延損害金の支払を求める権利を有している。

そして，被告は，原告に対し，平成２０年１０月３１日の本件弁論準備手

続期日において，原告の本訴請求を受働債権として，上記精算金債権を自働

債権として対当額において相殺するとの意思表示をしたから，相殺適状（上

記精算金債権については，履行期の定めがないが，合意書〔甲３〕では携帯

マスター１８以降の製品のロイヤリティから所定の金員を控除することによ

る精算を行うこととされていたことにかんがみると，返品の発生時に相殺適

状になると解するのは相当ではなく，携帯マスター１８以降の製品のロイヤ

リティが発生しないことが確定した時，すなわち，平成１９年２月９日の経

過により，被告は原告に対し，その履行を請求し得ることになったと解すべ

きであり，同月１０日から相殺適状にあったというべきである。したがって，

民法５０６条２項により，相殺の効力は同日に遡及する。）となった平成１

９年２月１０日時点における本訴請求(1)の債権額（遅延損害金２万３８１

６円を含む。）は合計２８１万４８７４円，本訴請求(2)の債権額（相殺適

状時において履行期未到来であり遅延損害金は発生しない。）は合計２５３

万９８３４円であり，その合計額は５３５万４７０８円であるから，原告の

本訴請求債権は，上記相殺により，いずれも消滅する。

したがって，原告の本訴請求は，いずれも理由がない。

(2) 反訴について

ア 反訴請求(1)については，前示のとおりすべて填補済みであるから，理

由がない。

イ 反訴請求(2)については，前示のとおり精算金債権の相殺後の残額は６

６３万５６９２円であるところ，同残債権について被告が原告にその履行

を請求したのは，平成２１年１１月１７日付け被告準備書面(13)において

反訴請求の追加をした時であるから，原告が履行遅滞に陥ったのは，同準

備書面が原告に送達された日の翌日，すなわち，平成２１年１１月２８日
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と解すべきである（なお，被告は，平成１９年１０月２２日付け被告準備

書面(3)を陳述した日の翌日から遅延損害金が発生するものとして反訴請

求をしているが，同準備書面には同債権の履行を請求する旨の記載はなく，

採用することができない。）。そうすると，反訴請求(2)は，６６３万５

６９２円及びこれに対する平成２１年１１月２８日から支払済みまで商事

法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある

が，その余は理由がない。

第４ 結論

よって，原告の本訴請求はいずれも理由がないから棄却することとし，被告

の反訴請求は，上記の限度で理由があるから認容し，その余はいずれも理由が

ないから棄却することとして，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第４０部

裁判長裁判官

岡 本 岳

裁判官

鈴 木 和 典

裁判官
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寺 田 利 彦
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別紙１

商 標 目 録

登録番号 第４７１６０２４号

出 願 日 平成１４年１０月２８日

登 録 日 平成１５年１０月１０日

商品及び役務の区分 第９類

指定商品 電子応用機械器具及びその部品，電子

計算機用プログラム

登録商標（標準文字） 携帯マスター
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別紙２

製 品 目 録

発売年月日 製品名

平成１２年４月２０日 ケータイマスター２００１

平成１２年１１月１７日 ケータイマスター２

平成１３年５月１８日 ケータイマスターⅤ

平成１３年１１月２１日 ケータイマスターⅦ

平成１４年４月１９日 ケータイマスター８

平成１４年１２月６日 携帯マスター９

平成１５年６月６日 携帯マスター１０

平成１５年１２月５日 携帯マスター１１

平成１６年５月２０日 携帯マスター２００５

Rainbow平成１６年１１月１１日 携帯マスター１４

平成１７年６月１７日 携帯マスター１５

Smart平成１７年１０月１５日 携帯マスター

平成１７年１２月８日 携帯マスター１６

平成１８年３月９日 携帯マスター ２Smart

平成１８年６月３０日 携帯マスター１７


